
避難所運営には、地域住民や避難者の皆さまの協力が必要不可欠です。
災害に備えて、普段から避難した後の行動や生活をイメージしておきましょう。

災害時の避難に備えよう ～新型コロナウイルス感染症対策 「避難所運営編」～
タッピーから東区民の皆さまへのメッセージ

① 避難所に着いたら（受付）
○順番に受付いたします。前の方との距離を２ｍ開けて並んでください。
○濃厚接触者や発熱、せきなどの症状がある方はお知らせください。
○受付では次の事項を実施しますのでご協力ください。
・非接触型体温計での検温
・「避難者名簿」へのお名前、住所等の記入
⇒裏面に「避難者名簿」の様式を掲載しています。
事前にご記載いただき、お持ちいただくとスムーズに入場できます。

○避難者は体育館に滞在し、生活して
いただきます。
・濃厚接触者や発熱、せきなどの症状が
ある方には、別のスペースをご用意します。

○家族間で距離を１～２ｍ取って
滞在していただきます。
・区画の広さは世帯人数によって調整します。

東区ﾏｽｺｯﾄ・ｷｬﾗｸﾀｰ
タッピー

【タッピーからのお願い】
・マスクをお持ちの方はマスクを着用してください。
・受付に時間がかかることが想定されますので、ご理解をお願いします。

② 滞在スペースのレイアウト

【タッピーからのお願い】
・お休みになる際は、お互いの足が見えるよう互い違いに向いていただくなど、
区画の中でも感染症対策をお願いします。

【滞在スペースのイメージ】
３ｍ

３ｍ

家族間の距離は１～２ｍあける。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

テープ等で区画を表示する。

③ 生活ルールを守ろう（ルールの一例）
○常時、マスクを着用してください。
・マスクが必要な時は職員にご相談ください。
せきエチケットも忘れずに！

○人との距離を保ち、会話は控えめにしましょう。
・人と人との間隔はできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けましょう。
○毎日、体温・体調管理をしてください。
○こまめに手洗い、うがいをしましょう。

【タッピーからのお願い】
・避難所では多くの人が共同で生活しますので、少しでも安心して日々を過ごせる
よう、ルールを守り、助け合いながら生活を送りましょう。

④ 生活環境を守ろう
○定期的に換気を行いましょう。
・30分に1回以上、数分間、窓を全開

○定期的な清掃や寝具などの整理整頓を行いましょう。
・ドアノブ、手すり、蛇口等はこまめに消毒
・トイレやごみ捨て場なども避難者が交代制で清掃

○衛生面に配慮して、ごみを分別しましょう。
・使用済みのマスク、ティッシュ、手袋などは感染症廃棄物として
他のごみと分別し慎重に取り扱いましょう。

【タッピーからのお願い】
・避難所を衛生的に保つためには、避難者の皆さまの協力が必要です。
感染症対策のため、避難者同士で協力し合い、衛生管理に努めましょう。

※内閣府が作成した「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイント」を
インターネットで確認することができます。URL：http://www.bousai.go.jp/coronam.html
（内閣府防災情報のページ）

【メモ欄】
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